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資料１ 

生駒市図書館条例施行規則新旧対照表 

現行 改正案 

(貸出しの対象者及び手続) (貸出しの対象者及び手続) 

第9条 図書の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。 第9条 図書の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 市内に所在する事業所に勤務する者 

(3) 市内に所在する学校に通学する者 

 

(4) その他特に館長が認めた者 

2～4 略 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 市内に所在する事業所に勤務する者 

(3) 市内に所在する学校に通学する者 

(4) 平群町内に住所を有する者 

(5) その他特に館長が認めた者 

2～4 略 

  

 


